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■
救
急
の
日
・
消
防
フ
ェ
ア
開
催
の
お
知
ら
せ

　

９
月
９
日
は
「
救
急
の
日
」

で
す
。
こ
の
日
を
含
む
一
週
間

を
「
救
急
医
療
週
間
」
と
し
、

救
急
業
務
や
救
急
医
療
に
対
し

て
正
し
い
理
解
と
知
識
を
深
め

る
こ
と
を
目
的
に
制
定
さ
れ
ま

し
た
。

　

消
防
署
で
は
救
急
の
日
行
事

の
一
環
と
し
て
「
救
急
の
日
・

消
防
フ
ェ
ア
」を
開
催
し
ま
す
。

心
肺
蘇
生
法
や
応
急
手
当
の
体

験
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
も

用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

皆
さ
ん
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
／
９
月
８
日
（
日
）

　　
１３
時
～
１５
時

会
場
／
稚
内
消
防
署

　
（
港
５
丁
目
１
番
３
７
号
）

内
容
／

・
１
日
救
急
隊
長
の
任
命

・
放
水
体
験

・�

消
防
自
動
車
の
見
学

・
ち
び
っ
こ
広
場

・
心
肺
蘇
生
法
の
実
技
体
験

・
煙
体
験
・
水
消
火
器
体
験

・
防
火
衣
記
念
撮
影
コ
ー
ナ
ー

※�

火
災
や
災
害
な
ど
有
事
の
際

は
災
害
出
動
優
先
の
た
め
中

止
と
な
り
ま
す

問
い
合
わ
せ
／

�　
稚
内
消
防
署
救
急
グ
ル
ー
プ

　

☎
２
３
‐
２
１
７
６

　

市
で
は
、
小
・
中
学
生
が
い

る
世
帯
に
対
し
て
、
給
食
費
の

半
額
相
当
分
を
支
援
す
る「
給

食
費
助
成
制
度
」を
実
施
し
て

い
ま
す
。

対�

象
／
次
の
条
件
を
、
す
べ
て

満
た
し
て
い
る
世
帯

①�

お
子
さ
ん
が
５
月
１
日
現
在
、

稚
内
に
住
ん
で
い
る
こ
と

※�

５
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ

た
世
帯
は
、
翌
年
度
か
ら
対

象
と
な
り
ま
す

②�

世
帯
全
員
の「
令
和
元
年
度

市
民
税
所
得
割
課
税
額
」の

合
計
が
７
万
７
１
０
０
円
以

下
の
世
帯

③�

９
月
分
ま
で
の
給
食
費
が
納

付
さ
れ
て
い
る
こ
と

※�

未
納
や
前
年
度
以
前
の
滞
納

が
あ
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

ま
た
、
未
納
の
判
定
は
１０
月

末
時
点
で
行
い
ま
す
。

※�

生
活
保
護
や
就
学
援
助
の
認

定
を
受
け
て
い
る
世
帯
は
助

成
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

◆
申
請
か
ら
交
付
ま
で
の
流
れ

申�

請
／

�

申
請
書
は
７
月
に
各
小
・
中

学
校
を
通
し
て
配
布
し
て
い

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
し
、
８
月
３０
日（
金
）ま
で

に
各
学
校
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

■
給
食
費
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

交�

付
／

�

交
付
の
有
無
に
つ
い
て
は
、

１０
月
下
旬
頃
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
決
定
書
を
受
け
と
っ

た
世
帯
は
１０
月
分
以
降
の
給

食
費
の
支
払
い
の
必
要
が
な

く
な
り
ま
す
。

�問
い
合
わ
せ
／

　

市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　

☎
３
３
‐
６
５
１
３

　
（
８
時
～
１６
時
）

・�「
わ
っ
か
な
い
子
育
て
応
援

サ
イ
ト�

え
ー
る
」で
も
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�https://w
w
w
.kosodate

yell.city.w
akkanai.lg.jp/

「
仕
事
が
な
か
な
か
決
ま
ら

な
い
」「
借
金
が
多
く
て
悩
ん
で

い
る
」「
病
気
に
な
っ
て
働
け
な

く
な
っ
た
」「
生
活
費
に
困
っ
て

い
る
」な
ど
、
生
活
の
面
で
お

困
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

自
立
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い

ま
す
の
で
、
一
人
で
悩
ま
ず
、

ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
不
安
や
悩
み
ご
と

を
一
緒
に
考
え
、
問
題
解
決
を

お
手
伝
い
し
ま
す
。

開
設
日
／
９
時
～
１７
時

※�

土
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を

除
く

■
生
活
の
面
で
お
困
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

開
設
場
所
／

稚
内
市
社
会
福
祉
協
議
会

自
立
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

�（
宝
来
２
丁
目
２
番
２４
号
）

☎
２
４
‐
０
７
０
７

相
談
方
法
／

電
話
・
来
所
・
訪
問

相
談
・
問
い
合
わ
せ
／

�

市
社
会
福
祉
課
保
護
グ
ル
ー

プ☎
２
３
‐
６
４
５
７

月�日 会�場

09月10日（火）声問町内会館

10月11日（金）富士見コミュニティセンター

時間／13時〜 15時

声
問
、
富
士
見
に
て「
出
前

相
談
会
」を
実
施
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
秘
密
厳
守
で

◆
出
前
相
談
会
を
実
施
し
ま
す

出前相談会 日程す
。
一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

※�

事
前
に
電
話
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

稚
内
市
社
会
福
祉
協
議
会

自
立
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

�

☎
２
４
‐
０
７
０
７

令
和
元
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
免
除
制
度
、
納
付
猶
予
制

度
の
申
請
を
７
月
か
ら
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

免
除
・
猶
予
制
度
を
希
望
す

る
方
は
、
市
役
所
１
階
総
合
窓

口
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
ま
た

は
、
稚
内
年
金
事
務
所
国
民
年

金
課
の
窓
口
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
な
お
、
免
除
の
承
認
期
間

は
毎
年
７
月
か
ら
翌
年
の
６
月

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

 

本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者
そ

れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定

額
以
下
、
ま
た
は
失
業
な
ど

で
収
入
が
少
な
く
納
付
が
困

難
な
方
に
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
が
全
額
免
除
ま
た
は

一
部
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

令和元年度国民年金保険料

免除等
区分 保険料月額

免除が認められる前年所得の目安 年金額
への反
映割合単身世帯 夫婦2人�

世帯
家族4人�
世帯

免除なし 16,410円 1/1
4分の 1免除 12,310円 189万円 247万円 335万円 7/8
半額免除 8,210円 141万円 195万円 282万円 3/4
4分の 3免除 4,100円 93万円 142万円 230万円 5/8
全額免除 0円 57万円 92万円 162万円 1/2

免
除
等
区
分
は
４
段
階
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。

◆
納
付
猶
予
制
度

�

50
歳
未
満
の
方(

学
生
を
除

く)

で
、
本
人
、
配
偶
者
そ

れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定

額
以
下(

世
帯
主
の
所
得
審

査
は
あ
り
ま
せ
ん)

、
ま
た

は
失
業
な
ど
に
よ
り
納
付
が

困
難
な
方
に
は
、
申
請
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
制
度
で
す
。

�

納
付
猶
予
が
認
め
ら
れ
る
前

年
所
得
の
目
安
額
は
全
額
免

除
と
同
額
で
す
。

※�

納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
た

期
間
は
、
将
来
受
け
る
年
金

の
受
給
資
格
期
間
に
は
含
ま

れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の
／

・�

印
鑑

・�

年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号

カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
）

・�

失
業
な
ど
を
理
由
と
す
る
場

合
…
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票(

共
に
コ
ピ
ー
可)

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

・�

市
総
合
窓
口
課
保
険
年
金
グ

ル
ー
プ

☎
２
３
‐
６
４
１
０

・�

稚
内
年
金
事
務
所
国
民
年
金

課☎
３
２
‐
１
９
４
１

■
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶
予
制
度

※所得額はあくまで目安です。詳しくは窓口へご相談ください。

　火災や事故の場所、病院や消防に関する問い合わせを119番で
されますと、119番回線にも限りがあるため、人命に関わる緊急
通報が受信できない場合があります。
　また、通信指令室では、災害時119番通報以外にも災害現場との
無線交信等を行っているため、業務に支障をきたすこともあります。
　119番通報では、相談や問い合わせには応じておりませんので、
本当に緊急を要している方のための119番であることに、ご理解
とご協力をお願いします。

緊急通報以外の連絡は下記の番号にお願いします。

○出動に関する問い合わせ（音声案内）
　☎23‐ 8119
○相談、その他の問い合わせ
　☎23‐ 2176

119番通報は、火事や救急・事故などを
通報する緊急回線です

問い合わせ／稚内地区消防事務組合消防署�☎︎23‐2176


